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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】令和3年9月24日(2021.9.24)

【公表番号】特表2020-531242(P2020-531242A)
【公表日】令和2年11月5日(2020.11.5)
【年通号数】公開・登録公報2020-045
【出願番号】特願2020-501287(P2020-501287)
【国際特許分類】
   Ｂ０１Ｄ  24/00     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  29/00     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  39/00     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  46/00     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  46/52     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  29/07     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０１Ｄ   29/00     　　　Ｚ
   Ｂ０１Ｄ   39/00     　　　Ｚ
   Ｂ０１Ｄ   46/00     ３０２　
   Ｂ０１Ｄ   46/52     　　　Ａ
   Ｂ０１Ｄ   29/06     ５２０Ａ
   Ｂ０１Ｄ   29/06     ５１０Ｚ

【手続補正書】
【提出日】令和3年8月11日(2021.8.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　濾過媒体パック（１５）であって、
　濾過媒体の第１のシート（５０）であって、前記濾過媒体の第１のシート（５０）は、
前記媒体パック（１５）の第１の面（２０）と前記媒体パック（１５）の第２の面（３０
）との間に延在する、第１の溝谷部（５９）を画定する第１の複数の平行な溝（５２）を
含む、濾過媒体の第１のシート（５０）と、
　濾過媒体の第２のシート（６０）であって、前記濾過媒体の第２のシート（６０）は、
前記媒体パック（１５）の前記第１の面（２０）と前記媒体パック（１５）の前記第２の
面（３０）との間に延在する、第２の溝頂部（６８）を画定する第２の複数の平行な溝（
６２）を含み、各第１の溝谷部（５９）は、離散接触点（７０）で１つの第２の溝頂部（
６８）に接触し、前記第１の複数の溝（５２）は前記第２の複数の溝（６２）と非平行で
ある、濾過媒体の第２のシート（６０）と、
　前記濾過媒体の第１のシート（５０）及び前記濾過媒体の第２のシート（６０）を通っ
て平行に延在する流体経路（１２）を画定するために、前記濾過媒体の第１のシート（５
０）と前記濾過媒体の第２のシート（６０）との間の障害物（７２）と、を含み、
　前記複数の平行な溝（５２）の各々が、前記第１の面（２０）と前記媒体パック（１５
）の第２の面（３０）との間の湾曲を画定し、前記第２の複数の溝（６２）は湾曲してい
る、濾過媒体パック（１５）。
【請求項２】
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　少なくとも１つの第１の溝谷部（５９）は、２つの第２の溝頂部（６８）に接触する、
請求項１に記載の濾過媒体パック（１５）。
【請求項３】
　少なくとも１つの第１の溝谷部（５９）は、４つの第２の溝頂部（６８）に接触するが
、１０未満の第２の溝頂部（６８）に接触する、請求項１又は２に記載の濾過媒体パック
（１５）。
【請求項４】
　前記第１の複数の溝（５２）内の溝の頂部の前記湾曲は、前記頂部に前記溝の各端部で
接合する軸から外方に前記溝の長さの少なくとも２０％だけ延在する、請求項１から３の
いずれか一項に記載の濾過媒体パック（１５）。
【請求項５】
　前記第１の複数の溝（５２）は第１の湾曲を形成し、前記第２の複数の溝（６２）は第
２の湾曲を形成し、前記第１の湾曲は、前記第２の湾曲の屈曲ピッチの反対側に前記屈曲
ピッチを有する、請求項１から４のいずれか一項に記載の濾過媒体パック（１５）。
【請求項６】
　前記濾過媒体の第１のシート（５０）及び前記濾過媒体の第２のシート（６０）は連続
しており、折り目によって分離される、請求項１から５のいずれか一項に記載の濾過媒体
パック（１５）。
【請求項７】
　前記第１のシート（５０）及び前記第２のシート（６０）は、巻き付けた断面を備えた
円筒状媒体パックを画定する、請求項１から６のいずれか一項に記載の濾過媒体パック（
１５）。
【請求項８】
　前記第１のシート（５０）及び前記第２のシート（６０）は不連続である、請求項１か
ら７のいずれか一項に記載の濾過媒体パック（１５）。
【請求項９】
　前記障害物（７２）は、前記第１のシート（５０）と前記第２のシート（６０）との間
の接着ビードである、請求項１から８のいずれか一項に記載の濾過媒体パック（１５）。
【請求項１０】
　前記濾過媒体パック（１５）は、少なくとも約６．２０溝／ｃｍ２（約４０溝／インチ
２）の溝の密度を提示する、請求項１から９のいずれか一項に記載の濾過媒体パック（１
５）。
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